
○
財
務
省
告
示
第
十
号 

支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第
十
一

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
を
、
財
務
大
臣
が
特

に
指
示
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
し
、
支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

外
国
貨
幣
換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
令
和
七
年
一
月
財
務
省
告
示
第

二
号
）
は
、
同
日
か
ら
廃
止
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

財
務
大
臣 

 

片
山 

さ
つ
き 

 

一 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨 

一
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
四
九
円 

二 

英
国
通
貨 

一
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
ポ
ン
ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
九

五
円 

三 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨 

一
ユ
ー
ロ
に
つ
き
本
邦
通
貨

一
六
六
円 

四 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨 

一
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ド
ル
に
つ
き
本

邦
通
貨
九
六
円 

五 

カ
ナ
ダ
通
貨 

一
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
〇
七
円 

六 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨 

一
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ド
ル
に
つ
き
本
邦
通

貨
一
一
四
円 

七 

ス
イ
ス
通
貨 

一
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
七
円 

八 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨 

一
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー
ネ
に
つ
き
本



邦
通
貨
一
五
円 

九 
タ
イ
通
貨 

一
〇
〇
バ
ー
ツ
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
四
九
円 

十 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通
貨 

一
香
港
・
ド
ル
に

つ
き
本
邦
通
貨
一
九
円 

十
一 

デ
ン
マ
ー
ク
通
貨 

一
デ
ン
マ
ー
ク
・
ク
ロ
ー
ネ
に
つ
き
本
邦

通
貨
二
二
円 

十
二 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
通
貨 
一
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ク
ロ
ー
ネ
に
つ
き
本
邦

通
貨
一
四
円 

十
三 

ロ
シ
ア
通
貨 

一
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
二
円 

十
四 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
通
貨 

一
デ
ィ
ル
ハ
ム
に
つ
き
本
邦
通
貨

四
一
円 

十
五 

チ
ェ
コ
通
貨 

一
〇
〇
コ
ル
ナ
に
つ
き
本
邦
通
貨
六
六
九
円 

十
六 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
通
貨 

一
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ド
ル
に

つ
き
本
邦
通
貨
八
七
円 

十
七 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨 

一
リ
ヤ
ー
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨
四
〇

円 

十
八 

イ
ン
ド
通
貨 

一
〇
〇
ル
ピ
ー
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
三
円 


